
単価
区分間
差額

単価 改定額
区分間
差額

単価 改定額
区分間
差額

単価 改定額
区分間
差額

930 - 1,116 186 - 1,055 125 - 984 54 -

0～4 0 0 -

５～8 20 20 20

9～15 127 127 152 25 152 152 25 132 152 25 152

16～20 137 10 164 27 12 164 27 12 164 27 12

21～30 149 12 179 30 15 179 30 15 179 30 15

31～50 165 16 198 33 19 198 33 19 198 33 19

51～100 186 21 223 37 25 223 37 25 223 37 25

101～300 243 57 292 49 69 292 49 69 292 49 69

301～1,000 302 59 362 60 70 362 60 70 362 60 70

1,001～ 364 62 437 73 75 437 73 75 437 73 75

5 5 0 5 0 5 0

- 20 20 -

公衆浴場その他市長が定める
施設のし尿を含まない汚水

・令和８年度から令和17年度までの期間において、令和５年度決算における資本費算入率
37.3%を維持する
・令和８年度、令和11年度、令和16年度の改定率（使用料収入の増加見込み割合）をほぼ同率
とする

基本使用料

従
量
使
用
料

0 - 0 -

前提条件

・各区分一律に改定する
　（単価　＋20.0％）

・新設する従量使用料区分の単価は20円とする
・９㎥～の単価は「８㎥-試算１」と同額とする

区分（ｍ３／月）

・基本水量８㎥ ・基本水量４㎥ ・基本水量０㎥

資料4

下水道使用料単価比較(１か月当たり・税抜き）

現行 試算１ 試算２ 試算３


